仕様書
京都市行財政局防災危機管理室
（担当：上野、岩本　電話：075-222-3210）
	件名
	産業廃棄物（混合廃棄物）の収集運搬及び処理業務　ほか

	履行期間
	契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までの間

	履行場所
	京都市役所（分庁舎４階、消防庁舎）
（京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488）

	











条件・仕様
































条件・仕様































条件・仕様

	１　総則
　⑴　受託者は、本業務の履行にあたって諸法令及び本仕様書に記載の事項を遵守すること。
　⑵　本仕様書に定める事項に関して疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがないものの本業務の履行上本業務内で対応すべき事項が明らかとなった場合等は、本市と受託者にて協議のうえ対応方法を決定する。
　⑶　受託者は、本業務が公共事業であることに留意し、本業務による公益を最大限引き出すよう努めること。
　⑷　本業務中に発生した事故、負傷等について、本市は一切の責任を負わない。
　⑸　受託者は、業務上知り得たことについて、本市の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。

２　受託者の要件
　⑴　京都市競争入札有資格者であること。
　⑵　以下の産業廃棄物に係る収集運搬業及び処分業の全ての許可を有する者であること。
　　・　廃プラスチック類
　　・　金属くず
　　・　ガラス・コンクリート・陶磁器くず

３　受託者の選定方法
　　公募型見積り合わせ（オープンカウンター）により行う。
　　見積書の提出に係る各種要件については以下に示す。
　⑴　見積書の要件
　　・　宛先は「京都市長」とする。
　　・　見積金額は、税込・税抜の別を記載すること。
　　・　見積担当者名(フルネーム)・連絡先を記載すること。
　　・　社印及び代表者印を押印すること。
　　・　作業要員費用は収集運搬費に含めること。
　　・　産業廃棄物の種類ごとの処分単価を記載すること。
　⑵　見積書の提出方法
　　・　郵送又はFAXとする（10万円を超える場合は原本の提出が必要）。
　　・　見積書の作成にあたり、現物確認を希望する場合は、後段に示す見積書の提出期限までに担当者と日程調整のうえ実施すること。
　⑶　見積書の提出期限
　　　令和７年１１月１４日（金）午後５時必着
　⑷　受託者の選定結果
　　　令和７年１１月１７日（月）以降、受託候補者に対し、電話にて結果の通知をするので、受託候補者は、見積書原本（前段で提出済みの場合は再度の提出は不要）及び産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）、産業廃棄物処分業許可証（写し）を提出すること。
　　　なお、受託候補者以外への結果の通知は行わない。

４　契約の方法
　　前記３⑷以降、標準様式「産業廃棄物等収集・運搬及び処分委託基本契約書（別紙１）」により契約を締結する。
　　※　受託者にて別紙１に必要事項を記載すること。

５　業務の内容
　⑴　産業廃棄物（混合廃棄物）の収集運搬及び処分
　　・　排出可能時期
　　　　令和８年３月１０日（火）
　　・　排出物と総量
　　　　別紙２のとおり（数量は若干前後する可能性がある）
　　・　提出物
　　　　産業廃棄物管理票(マニフェスト)
　　　　　Ａ票　・・・・・・・・・・廃棄物引渡時
　　　　　Ｂ２票　・・・・・・・・・運搬完了後10日以内
　　　　　Ｄ票、Ｅ票　・・・・・・・処分完了後10日以内
　⑵　家電リサイクル法に係る廃棄物の適正処理
　　・　排出可能時期
　　　　契約締結日以降
　　・　排出物と総量
　　　　別紙３のとおり
　　・　提出物
　　　　家電リサイクル券④排出者控　・・・処理完了後10日以内
　※　本市の対応可能時間は、月曜日から金曜日（祝日、振替休日、国民の休日及び年末年始（１２月２９日から１月４日）を除く。）の午前８時４５分から午後５時３０分まで。
　※　提出物の発行等、手続きの費用は受託者負担とする。

６　完了検査
　　業務完了報告書（様式不問）にて検査を行うため、受託者は業務が完了し次第提出すること。

７　支払い
　　前記６に示す完了検査に合格した後、受託者が提出する請求書に基づき一括にて支払う。

８　本業務に係る連絡先
　　京都市行財政局防災危機管理室
　　　住　所：京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488　分庁舎４階
　　　担　当：上野、岩本
　　　電　話：075-222-3210
　　　ＦＡＸ：075-212-6790



